
議第１２号

高山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に

ついて

高山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次の

ように制定するものとする。

令和６年３月１日提出

高山市長 田 中 明

提案理由

食事の提供の特例に係る搬入施設に義務教育諸学校等を追加するため改正しようとする。



高山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

高山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２７年高山市条例第１

６号）の一部を次のように改正する。

改 正 前 改 正 後

（食事の提供の特例） （食事の提供の特例）

第１６条 （略） 第１６条 （略）

２ 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの

施設とする。

２ 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの

施設とする。

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

⑶ 学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）

第３条第２項に規定する義務教育諸学校又

は同法第６条に規定する共同調理場（家庭

的保育事業者等が離島その他の地域であっ

て、前２号に掲げる搬入施設の確保が著し

く困難であると市町村が認めるものにおい

て家庭的保育事業等を行う場合に限る。）

⑶ （略） ⑷ （略）

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。


